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秀坤ヰー 殊雅紫   

第6期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。   

高崎経済大を卒業して京大にやってきたとき、6期生が中心となってゼミが行われてい  

ました。ゼミで3回生の発表をきいてレベルの高さにビックリさせられたものです。また  

合宿や飲み会にも参加して、いろいろな面で6期生と仲良くなりました。私も高経では夫  

野ゼミの第6期生であり、私の同期は岩本ゼミの6期生ととても雰囲気が似ていたので、  

馴染みやすかったのだと思います。   

私が修士課程を修了後の進路について、博士課程に進学するのか就職するのか悩んでい  

た時、6期生の一部の方に大変お世話になりました。相談を持ちかけたというわけではなか  

ったのですが、最終的に私の背中を押すような言葉をくれた方が6期生の中にいます。私  

は今でもそのメールを大切に保存してあります。とっても短いメールなのですが。   

先生方にも両親にも相談せずに決めた進路なのでとても不安ですが、自分の選択に後悔  

しないよう、これから頑張りたいと思っています。そしてもちろん6期生の皆さんは私よ  

りずっと優秀なので、きっと素敵な未来を開くことができるでしょう。青竹会で皆さんに  

お会いセきるのを楽しみにしています。   

最後になりましたが、岩本先生、2年間本当にありがとうございました。  
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はじめに  

国境を越えた経済活動の規模が拡大している。ヒト、モノ、カネ、企業、情報など、あ  

らゆるレベルで国境を越えた経済活動や取引の拡大が見られる。こうした変化の中で、個  

人も、企業も、政府もこれまでとは逼った様々な問題に直而している。その間題の一つが、  

国境というものの意味に大きく関わっている。グローバル化という現象の中で、国際的に  

経済活動が活発になると、各国にあ卑諸制度の差異が大きな問屋引こなってくる。制度を国  

際的に調整しようとする動きはそうした間醜への対応であるが、現実問題としては制度の  

調整は容易なことではない。制度の袈には、各国・各人がそれぞれに育んできた文化があり、  

慣習があり、そしてそれらの上に入関の生活力切るからである。それぞれの文化的五常男  

とは別に、企業の思惑もそれぞれであるし、制度を調整する際に前而に出てくる各国政府  

の中でも意思はまとまっていないことが多い。途上国対先進臥という枠糾みも途上何問の  

経済格差の増大・経済成長政策の差異などにより崩れつつある。しかし依然として制度を  

調整し、何らかの枠組み・秩序を他国と作ろうとする動きは活発である。   

米国シアトルで開かれた世界貿易機関（ⅥわrldThdeOrgaI血ation：WTO）閣僚会議が  

1999年12月3日に決裂した。各国の利害対立は続き、依然として新多角的通商交渉（新  

ラウンド）のめどはたっていない。新しい通商秩序の模索は、二牒澗での交渉や、地域レ  

ベルでの交渉で行われている。しかし、いずれまた二国間レベル、地域レベルのものを統  

合して新たな国際秩序が作られると考えられる。   

本稿では、グローバル化といわれる時代の【‾‡コでの国際的な制度作りがどのようなもので  

あるかを検証し、それをもとに、グローバリズムがどの方向で進みつつあるのかを考察し  

たい。この課題のために、最近まで国際機閏で交渉が行われていた制度を取り上げる。   

多国間投資協定（MultinationalAgreementonInvestment：M揖）lは、投資協定策定にお  

ける最も重安な節←・歩であったと言われている2。主に擢濁協功l甘給機構（OrgaIliza仁ionfbI・  

EconomicC00perationandDevelopment：OECD）において1995年から98年にかけて交  
渉がなされたこの協定は、批准には至らず、交渉の過程で小断となったが、国際的なルー  

ルをどのような方向で構凝しようとしていたのかを知ることができる最も新しい事例の一  

つである。OECDという加盟国29カ国の組織体で交渉は行われていたが、この協定は、  

先進国だけでなく、途上国をも含めた形で発効することをf］標としていた㌔実際には交渉  

決裂、という結果になったが、その背景には、反グローバリズムを主張する国家と非政府組  

織即onGovernmentalOrganization：NGO）の存在があったと報道されておりLl、その点も  

考察に催すると考えられる。以上のような理由から本稿では、MAIを現代における国際制  

度柄築の事例として取り上げ、その交渉経緯とその紙果からグローバリズムの一つの形態  

を浮き彫りにする。   

第1節では、投資協定の背景として、世界の直接投資動向・投資協定の変遷を概観する。  

また投資協定の締結目的がどのように変化してきたかを考察する。   

第2節では、M封の交渉経緯とその内容、協定案に対する各国の意図を検討する。   

第3節では、交渉決裂に少なからず影響を及ぼしたと考えられるNGOがどのような活  

動をし、どういう提言を行っていたかを考察する。そして、交渉不参加を表明したフラン  

スとNGOの関係に触れた上で、グローバリズムの中でNGOが果たした役割と国家の役  

割について論じる。  
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第1節 投資協定の背景  

本節では、M揖の全体的な背景をまず明らかにする。節1項では、近年の牡界の直接投  

資動向、節2項では、M封交渉以前に締結されてきた投資協定の概要を追う。そして、節  

3項では、投資協定のアプローチの変化を考察する。なお、国際投資は、投資収益月的の  

指正券・債券投資」（ポートフォリオ投資）と、経常資源が国際的に移動する「対外直接投資」  

に二分されるが、本稿では、「対外直接投資」を分析の対象として試論を進める5。   

1近年の世界の直接投資動向   

近年、世界の直接投資は急速に拡大している。本稿で耽り上げているM朗は1995年以  

降に交渉が始まったものであるので、特に1990年代の直接投資動向に注l∃し、協定との  

関連を探る。  

1998年の批界の直接投資（国際収支ベース、フロー、以下同じ）は、対外直接投資が前年  

比36．6％増の6，489倍ドル、対内投資は同38．7％増の6，439倍ドルと急増した（mCmD6  

推鞘。直接投資は、97年に初めて4，000倍ドル台を記録したが、98年は6，000倍ドルを  

突破し、世界の直接投資はさらに拡大している（表1－1，1－2）。   

98年の証按投嚢大幅拡大の立国となったのは、対外・対内とも欧米諸国を中心とする先  

進国（イスラエル、南アフリカ共和国含む）の投資である∴先進国の投嚢は97年に対外、対  

内とも増加膵が前年比20％超となる大中討広大を記録したが、鵬年は、対外が5，947倍ド  

ル（前糾ヒ46．2％増）、対内が4，604倍ドル（同68．5（如勒とさらに拡大速度をはやめ、投  

資額は対外、対内とも96年からの2年間で約2倍に膨らんだ。投資総額に占める先進国  

のシェアをみると、対外では97年の弧6％から98咋の91．G％に上界、対内は、93年以  

降、rt咽をはじめとする東アジアへの投薯が好調であったため、60％を前後していたが、  

98年は71．5％に上昇した。   

これに対して途上国（ロシア・中東欧除く）は、98年、対外が523位ドル（阿19．5％繊、  

対内が1，659低ドル（同3．8％職と、村外、対内とも97年までの増加基調から減少に舷じ  

た。途上国の直接投棄が前年より抑小したのは、対外が7年ぶり、対内では13年ぶりの  

ことである7。   

MAIは、1ミ）97年以降、先進国グループと呼ばれるOECl〕で交渉が行われていた。交渉  
参加国の近年の対外・対内直接投資フローをみると、一様に増加していることが分かる。  

98年の対外直接投資を国別に見ると、上位はいずれも先進国であり、米国の投資碑は1，328  

憶ドル（前年上ヒ20．8％噌）と世界最大である。それに次いで英国は同68・1％増の1，067位ド  

ル、節3付：はドイツで877億ドルだった（家1－3）。  
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表卜1主要国・地域の対外直接投資フロー（国際収支ベース）  （単位：100万ドル、％）  

93年  94年  95年  
び率  び封抗  伸び率  寄与度   

84413  80697  9948l  92692  △6．8  109954  18．6  132829  20．8  4．8   

カナダ   5711  9303  11490  12890  12．2  2205了  71．1  26411  19．7  0．9   
EU   95410  12tO54  160364  184280  14．9  22396l  21．5  382136  70．6  33．3   

英国   26811  34149  44464  3515了  △20．9  63499  80．6  106734  68．1  9．1   
ドイツ   15263  17258  39100  507了3  29．9  41211  △18．8  87693  112．8  9．8   
フランス   20605  24438  15∈ほ4  30362  91．9  35484  16．9  40了96   15  1．1   

オランダ   12062  17676  201草9  31518  56．6  28943  △8．2  39812  37．6  2．3   
ベルギー」ルクセンブルク  4904  1371  11603  8026  △30，8  7713  △3．9  232了2  20l．7  3．3   
スウェーデン   1471  6685  11399  5112  △55．2  12119  137．1  22371  幻．1  2．2   
フィンランド   1401  4354  1494  3583  139．8  5260  46．8  19392  268．7   3   

スペイン   2652  3831  3650■  5208  42．7  10042  92．8  18509  84．3  1．8   
スイス   8764  10793  12210  16152  32．3  18005  1t．5  14226  △21．0  △0．8   
オーストラリア   2499  2472  3842  5851  52．3  6220  6．3  2464  △60．4  △0．8   

日本  13834  18089  22508  23442  4．2  26059  11．2  24625  △5．5  △0．3   
アジアN忙S   6】03  9678  】2816  14788  15．4  14414  △2．5  11了43  △18．5  △0．6   
韓国   1340  2461  3552  4671  31．5  4449  △4．7  4799  了．9  0．一l   
台湾   2611  2640  2983  3843  2臥8  5243  36．4  3836  △26月  △0．3   
シンガポール   2152  4577  6281  6274  △0．1  4722  △24．7  3108  △34．2  △0．3   

タイ   233  493  886  931  5．2  390  △5臥1  130  △66．6  △0．l   

中国   4400  2000  2000  2114  5．7  2563  21．2  2634  2．8   0   

7575  6255  7510  730．2  △4．t  15598  t16．6  15455  △0．9  △0．0   
メキシコ   △110  1058  △263   38  1108  ．28■ほ．8  1363   23  0．1   
ブラジル  491  103了  1384  △467  1042  2721  161．1  0．4   

世界  24742512849ほ    358573  379872  5朝475125   25．1  648920  36．6  36．6   

先進匡l   207378  242029  306025  349820  4．5  406668   27．2  594699  46．2  39．6   

途上国   39756  42600  52089  58947  13．2  6503l  10．3  52318  △19．5  △2．7   
［注】①世界、先進国、途上国および中南米の合計値はUNCTADの推計値。  

②各国の数値は併コ拍MF）。ただし、台湾は現地統計、メキシコは仰（UNCTAD）。  
③EUおよぴアジアNIESの合計値については、jfS．仰、現地統計よリJETRO作成。  
＠アジアNIESは中国香港を除く。  
⑤伸び率は前年比。  

【資料】h7EematjbI7a／蕗IarlCふ／Statj盲tks【1999］Nov．（lMF）、肋rWhwestment爪卿rt［1999］（UNCTAD）、  
現地総計よリJETRO作成を転載（JETRO〔2000】2－3頁）。   

表卜2 主要国・地域の対内直接投資フロー（国際収支ペース）  （単位：100万ドル、％）  
93年  94年  95年  

び率  tぴ・  伸び率  寄与度   

米国   52553  47438  59644  88978  49．2  109263  22．8  193373   77  18．t   

カナダ  4749  8224  9319  9408   11466  21．9  16515  44－  1／l   

EU   80484  72200  1t5058  108800  △5，4  】28575  柑．2  230608  79．4   22   

英国   15586  9208  20318  257壬‡3  26．9  37004  43．5  6了48l  82．4  6．6   
オランダ   8513  7209  ■12082  14564  20．5  12675  △13．0  33346  163．l  4．5   
フランス   20754  15799  23733  21872  △7．4  23045  4．9  27998  21．5  1．1   
ベルギー・ルクセンブルク  10750  8514  10689  14064  31．6  12352  △12．2  20824  68．6  1．8   
スウェ岬デン   3705  6269  14939  5492  △63．2  1027l   87  19413   89   2   

ドイツ   1946  1936  11986  5506  △54．■t  10167  84．7  18712   84  1．8   
スペイン   8144  9359  6201  6454  4．1  5556  △13．9  11392  105  1．3   
フィンランド   864  1496  1044  1118  7．1  2128  90．3  10793  407．1  1．9   

スイス   899  4104  3599  4373  21．5   5693  30．2  5488   

オーストラリア  4032  4579  12801  5227  △59．2  75、13  43．7  8255   

日本   119  912   39  200  409．6  3200  1496．7  3268・  2．1   0   

東アジア   43759  5393l  58461  6了447  15．4  73789  9．4  68632  △7．0  △1．1   
アジアN忙S   6192  10735  10541  12141  15．2■  14802  21．9  12856  △13．1  △0．4   

蛤国   589  810  1776  2326   31  2844  22．3  5416  90．4  0．6   

台湾   91了  1375  1559  1932  23．9  2248  16．4  222  △60．1  △0．4   
シンガポール   4886  8550  7206  7883  9．4  9710  23．2  72■t8  △25．7  △．0．5   

ASEAN4   10052  9408  120了0  15125  25．3  14了51  △2，5  12025  △18．5  △0．6   

タイ   1804  1366  2068  2336   13  3746  60．4  6941  85．3  0．7   
マレーシア   5006  4342  4け8  5078  21．5  ’510（さ  0，5  3727  △27．0  △0．3   
フィリピン   1238  1591  1478  1517  2．6  1222  △1・9．4  1713  40．2  

インドネシア   2004  2109  4346  6194  425  4677  △24．5  △356  △l．1   

中国   △1．1   
20009  3145  3292l  46162  40．2  68255  47．9  71652   5  0．7   

メキシコ   4389  10973  9526  9186  △3．6  12831  39．7  18238  △20．2  △0． 
ブラジル   1292  3072  4859  11200  130．5  19650  75．4  31913  62．4  2．6   

世界   2’1942り253506   328862  358869  9．l  464340   29．4  643887  38．7  38，了   

先進凶   133850  川6379  208372  211・120  1．3  273276  29．4  46043l  6臥5  403   
途上国   78813．  101196  10（；224  、135343  27．4  172532  27．5  165944  △3．8  △1．4   
【注】【資料】表卜lに同じ。ただし、マレーシアの98年は仰（UNCTAD）、メキシコは〟等（lMF）。   
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一方、対内伍接投棄の上位国を見る七、対外投栗岡様に米国が前年比77・0％増七いう高  

い伸びを示し、1，934億ドルと世界最大の投棄受入国となった。つづく英国も同82・4％増  

と大幅に増加して675億ドルだった。93年以降、他界節2位の投資許を受け入れていた  

中国は、98年には438億ドル（同1．1％繊と投資額が伸び悩んで3位となった。以下、オ  

ランダ（同2．6倍増、333倍ドル）、ブラジル（同62・4％増、319低ドル）と続く0この紆私  

97年に続き、対外・対内投資上位5カ国において、対内投資の中国とブラジル以外は全て  

先進国が－二㌧めた（表1・4）。   

こうした直接投資の大幅な拡大の最大の要因として、JETRO【2000】は、クロスボーダー  

（国境を越えた）M＆A（merger＆acquisition）の活発化、大野ヒをあげている8090年代半ば  

に顕著になったM＆Aは、年を追うごとに勢いが増している。それとともにM＆Aの大型  

化の傾向が強まっており、買レヰ、売り手とも欧米企業が主体となっている90米国・EU  

間の直接投資箱は、97年の1，096倍ドルから98年には2，245憤ドルと約2倍に拡大、98  

年の世界の直接投資の34．6％が米国とEUを行き交う投資によって占められている096  

年以降はEUの対米投資が米国の対EU投資を上回る状況が続いているが、98咋は打U  

企業の活発な米国企業選別又を背景に、EUの対米投資額が米国の対究U投棄詔の約2・4倍  

となり、その傾向がいっそう顕著となった（未1－5）10。  

衰ト3世界の対外直接投掛上位5カ国  （単位：10憶ドル・％）   

94年  95年  96年  97年  98年  伸び率   

78  米国  80．7  米国  99．5  米国  92，7  米国  ＝0  米国   t32．8  20月   噴位  93年                    口  米国                          2  英国  26．6  英国  34．l  英国   445  ドイツ  50．8  英国  ●  英国   106．7  68．l   

3  フランス  20．6  フランス  24．4  ドイツ  ．39．1  英国  35．2  ドイツ  41．2  ドイツ   87．7  1■ほ．8   

4  ドイツ  15．3  日本   柑一l  日本   22．5  オランダ  3l．5  フランス  35．5  フランス  40．8  15   

13．8  オランダ  l了．7  オランダ  20．1  フランス  30．4  オランダ  2臥9  オランダ  39．8  3了．6   5  日本                          ［注】ひ国際収支ベースくフロー）。（か伸び率は前年比③日本は96年6位（234患ドル）、97年6位（261億ドル）、9網  
〔資料］JfS（lMIF）よリJETRO作成を著者改編〈JETRO［2000］3頁参照）。   

表ト4 世界の対内    直持投資・上位5カ国  （単位：10憶ドル、射   

順位  93年  94年  95年  96年  97年  98年  伸び率   

山  米国   49  米国  47．4  米国  59．6  米国   89  米国  109．3  米国   193．4  77   

2  中国  27．5  中国  33．8  中国  35．8  中国  40．2  中国   44．2  英国   6了．5  82．4   

3  フランス  20．8  フランス  15．8  フランス  23．7  英国  25．8  英国   37  中国   43．8  △1．Ⅰ   

20．3  フランス  22  フランス  23  オランダ  33．3  163．1   4  英国  15．5  メキシコ  山  英国                  5  ベルギ  10．8  スペイン  9，4  スウェーデン  14．9  オランダ  14．6  ブラジル  19．了  ブラジル  3l．9  62．4   
注】Q）～②、［資料】    とも、表卜3に同じ。   

表卜5米国一EU間の直接投窓額の推移（国際収支べ」ス）  （単位＝100万ドル、％）  

90年  鋸年  92年  93年  94年  95年  96年  97年  98年   
東国－EU   4230  17738  15300  37401  31228  48834  3＄18l  48217  66460   

前年比伸び率（％）   319．3  △13．7  144．5  △16．5  56．4  △25．9  33．3  37．8   
巨∪→ 米国   20836  11581  4274  36596  23015   35131  5307l  t‖390  15dO29   
前年比伸び率摘）  △44．4  △63．1  756．2  △37．】  52．6  5l．l  15．7  157．4   

東国EU間合計   25066  293】9  柑574  73997  5J1243  83965  89252  109607  224489   

前年比伸び率（％）  17  △33．2  278  △26．了  54．8   6．3  22．8  104．8 

界の直接投資額合計（対外） 2423由I19昌4瑚 2009周 24742引 28那‖引、3585731379872l47512516哺920   
欧米間直捜投資の対世界シェア（％）  10．3  川．8l  9．7霊  29．9l   柑     23．4  23，5  23．l  34．6   
【注巨①米国一EU間の直接投資鴇はSCB、世界の直接投資絹合計（対外）はWIR。  

②EUはg4年まで12カ国ペース、95年以降はほカ国ペース。  

【資料】sCug（SurbeyofCurrentBusine甲）（米国商務省）、掴釈UNCTAD）よりJETRO作成を転載（JETRO［2000】5頁㌔ 

以上のことから、直接投資のフローが近年急増しており、また先進国間で行われている直  

接投資の額が極めて大きく、特に米国一EU間のフローが大きなシェアを占めることが分か  

った。このことはM朗が先進国を中心とするOECDで交渉が行われていたこと、そして、  

米国とEU加盟同が大きな関心を示していたことと密接に関係していると考えられる。し  

かし、先進周囲の直接投繋が急速に拡大してきたといっても、その増加相同は、近咋、1990  
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年代になって見られるようになった特別な状況ではない。それにもかかわらず、なぜ、1995  

年以降に、MA‡の交渉が開始されたのかが問題である。次項では、拡接投嚢のフローが拡  

大する中で、それに対する制度面はどのように変化してきたのかを検討する。  

2 投資協定の変遷   

第2次他界大戦後、国際貿易機関CrheInternationalTradeOrganization：ITO）を創  

するという構想が持ち上がり、そこでは「国際貿易機関憲肇」llが採択されることになって  

いた。この憲章は、国際貿易に関するすべての分野において各国の規準となる原則を定め、  

これらの原則の実施を確かなものとするための国際貿易機関の設立を規定していた12。そ  

してそのITO構想の中には、貿易だけでなく、投資についての規定も存在していたと言わ  

れる13。しかし結局ITOは発効することなく、貿易に関してのみの規定である関税と貿易  

に関する一般協定（GeneralAgreementon％ri脆andTrade：GATnが揖来上がり、当初  

のGATTの枠組みでは投棄問題をカバーせずに終わった14。   

投資は多国間の協定としては、結局規定されなかったのだが、その後、国際投棄を規定  

するものとして、二国間で締結される二国間投資協定但ilatemlInvestmentTreaty：BIT）  

が出現する。これによって他国の領域における自国民の投資を規定する法的枠組みが設定  

され、1990年以降、BITの数は急増している。BIでは1960年代から盛んに締結されるよ  

うになり15、1960年代に成立したB汀が72件、70年代は166件、80年代は386件と徐々  

にその数は増えている。そして1990年から98年の締結数は1，726件と発表されており、  

90年代に入ってからのBIT成立数の仰びは著しい用（表1－6）。  

表卜6 ニ国間投資協定数  

。
。
 0

8
。
 

2
 

巨≡  

1959－1969  1970s  1980s  1990－1998  

【賓糊Wm【19991】p．22より著者作成。   

BIでは当初、主に先進国と発尿途上国の閃で締結されていたが、その後、途上同と途上  

国、および先進国と先進国との間においても締結されるようになり、90年代に入ってから  

は途上国間のBITが増えている17。このようなB汀の急激な増加は、・llL界規模での包措的  

な投資の制度が存在しないことや、中東欧、刑乳ラテンアメリカ、旧ソビキトおよびそ  

の継承国との間で協定が締結されるようになったことが要田として考えられている18。   

日本は、1977年にエジプトとの閃で初めて二国間投資協定を締結した19。その後82年  

にスリランカ、88年に中国、92年にトルコ、97科こ香港・バングラデシュとB汀を結ん  

だ。日本が締結したB汀は、現在のところ、この6件にすぎないが0、ドイツの123件を  

筆頭に、欧米諸国は数多くのBITを締結しており、諸外国が締結しているB汀は総計で  
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1，160件にものぼる21。  

B汀の締結致の増加、締結国の変化とともに、BITのアプローチも変化してきている0  
アプローチの変化は、多国間投資協定が提案された理由・背景と大いに関係があると考えら  

れるので、本節第3項において述べる。  

BITが締結されるようになると同時に、地域レベル、多数国間での投資協定が締結され  

るようになった。BITでは、適用地域が2ケ国に限られるため、制度が異なる複数国に投  

資する場合には手続きが煩雑になってしまう。これを軌壁するために、地域レベル・多数国  

間での投資協定が策定されたのだが、これらは、外国投資のみをカバーする取り決めと、  

粧滴協力ないし経済統合を削旨すルールの広範な枠組みの中で外国投棄に関する規定を包  

含しているものの2種類に分類することができる22。前者の例としては、OECDの憤本  

移動の自由化に関する規約」および「経常的貿易外取引の百出化に関する税約」、「メルコ  
スール城内の投資の促進及び相互保護に関するコローニア議定書」や仏PI王C23非拘束的  

投資原則」が挙げられる0また後者の例としては、「北米自由貿易協定即肌A）別」や傲  

州エネルギー憲章条約鰐CT）25」が挙げられる。   

国際機閲による多数国間の投資についての法的枠組みとしては、1992年に世界銀行で採  

択された桝田投資の待遇に関するガイドライン」、や1995姉二発効したWTO協定の附  

属番仏の中に含まれている「貿易に関連する投資措掛二間する協定汀Rm鮮6」、附属磐  

1Bの中に含まれている「サービスの貿易に関する一般路定（G〟rS）幻」が挙げられる0こ  

れらについては節2節においてM封との比較の上で考察する（衣2－2）。   

3 投資協定のアプローチの変化   

BITが1990年代になって、急増したことは先に述べたとおりだが、B汀締結の目的が  

変化してきていることについて本項で述べておく。結論を先取りすれば、従来、投資母聞  

からの投栗について、受入国が収用しないように投資の保護を行うことを目的としてⅢT  

が締結されてきた28。しかし、1980年代から、投棄の保護ではなく、投嚢の打出化、つま  

り受入国側が他匡掛ら投棄を受入れ、本国と差別なく同じ持遇（内同民待遇）にし、それ  

を妨げるような規制を撤廃するように求めるBITを締獅‾るようになったのである。投資  

協定のこのような締結目的の変化はBIT以外の、地域レベルや国際機閤レベルでの投資の  

取り決めにおいても同じような動向が見られる。   

従来、BITは、当該国の国内法に従うことを条件として、椰手回の同氏および企業によ  

る自国の領域への投資を受け入れるよう求めるものであった。つまり、外国の投資の受入  

に関する規定がBITに挿入されたとしても、受入国は国内法で定められている外国投嚢に  

関する差別的な種々の権限、条件をそのまま維持することができたのである0   

それに対して、1980年以降に締紡されるようになったBITは、異なったアプローチを  

とっている。これらの協定は、投資の受入とその彼の待遇の双方に関して、最恵国待遇と  

内国民待遇を適用することが法的義務となっている丹。つまり、受入国側の国内法がどう  

であれ、外国人投資家に対する差別的な措置、慣行、待遇は法的に認められないのである。  

それらを漸進的に削減・撤廃すること、すなわち、投資の自由化を法的県別とする協定が、  

1980年代以降に締結されるようになった新しいタイプのBITのアプローチである（表1－  
7，1・8）。  
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表卜7 90年代の直接投資に関わる制度変更  

91年  92年  93年  94年  95年  96年  97年  98年   
投資に関わる規制を変化させた国数   35   43  57  49   64   65   76   60   

規制の変更数   82   79  102  110  112  114  151  145  

自由化または投資促進的な変更   80  79  101  108  106  98  135  136   
規制の方向への変更   2   0   2   6   16   16   9   

【資料】仰（UNCTAD）、JETRO［2000］33頁より筆者作成。  

表卜8 法令上の変化のタイプ（1995年）  

団活動条件自由化の増加   

口外繁劇出資／業種制限自由   
化の増加  

臼承認手続自由化の増加   

口優遇措置の増加   

国保証の増加   

□規制の緩和  

臍珊腰桐1997】528頁を参考に筆者作胤  

このようなB汀のアプローチの変化は、BIT締結同の変化と無関係ではない。ヨ一口ツ  

ノ電器国が米国以外の国と締約したB汀の規定は、」投には締約国が外国投嚢を推媚・促進  

する約束とともに、自国の法令に従って外国投資を許可することを定めていが0。つまり、  

実際には、外因投嚢の許可は受入国が国内法に定める法令にしたがって行われることにな  

るのであって、それ以上の具体的な義務が課されているわけではない。投資を受け入れる  

か否かは、基本的に受入国の主権蔵屋に委ねられるI棚追だという伝統的な原則に基づくも  

のであり、投資国側からは強制をすることができないのである。   

このように、ヨーロッパ諸国の締結したB汀においては、外国投資の受入について、各  

国の管理規制に従うことを認める一方で、受入を許可された投棄については、保護をする  
ように求めていて、重点は投資の保護にあったと言われていがl。   

他方、ヨーロッパ諸国より遅れてBITを締結するようになった米国は、1982年にエジ  

プトとの間で最初のBITに署名しだ2。米国が締結したBITは、外国投資の受入または設  

立の白山を原則とし、それに対する制限を例外とするという、飢lは泊1勺アプローチをと  

っている畠3。そのため、米国のB汀はヨーロッパ諸国のBITのように、条約の目的を投資  

の保護に限定するのではなく、相手国市場への投資家のに川：lな受入・参入を刑互に認めると  

いう原則を定めている。受入自由の原則は、締約国は他の締約国の国民・会社の投資の受入・  

設立に対して内国民待遇または罷恵周待遇のうちい ずれか、より有利な待遇を与えるとい  

う規定によって定められている3－l。また、留保による例外も認めており、投資自由化を求  

める投資母国と、投資の促進を求めながらも、自国産業の保護を必要とする受入国との問  

の利益のバランスを図っているといえる。このようなアプローチのBrrは、投資の流れを  
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阻害または諷Ilけるような政府のj■～惜、つまり規制を撤廃∴削減し、市場の力によって投  

資の流れを決定させる国際システムを策定しようという意図があらわれており、多馴＿胃投  

資協定柿想の基本概念の萌芽がここにあるといえる。   

第2節 多国間投資協定  

1交渉の経緯   

第2次牡界大戦後、国際経滴は一貫して自由化を推進してきた。多角主義での自由化の  

流れは、G〟rr体制下での「モノの自由化jからWTO／GÅrS（サービス貿易に関する－一般協  

定）下での「サービスの自由化」へ、そしてWrO〝RIM（貿易関連投資措置瀾雇およびエネ  

ルギー駁撃条約15での「投資の自r11化」へと進んできている。しかし、TRIM、エネルギー憲  

章条約は分野や対象国が限定されたものであり、自由化を確保する投資についての国際的  

規範は、モノやサービスに比べて立ちおくれている。   

経済が急速に発展し、企業活動がボーダレス化している中で、貿易についてほ1995年、  

WTOが発足し、包括的な国際課詭をもつ国際組織ができあがった。WTOはGATTが規  

定していた財のみの協定ではなく、サービス貿易・知的所有株・貿易関連段栗などの分野に  

まで協定の範閉を拡大した。   
現在のI虻界緒捌ことって国際通商とならんで重安な変囚である閣際投贋についての包括  

的な法的枠組みがまだ存在していないことから、近年「貿易と投資」についての協議が  

WTO内で行われるようになった。そしてまた、OECDの阻僚理部会においても、1995  

年5月から、国際投資の自由化を目的とするMAIの策定交渉が開始された3G。OECDは  

この時、1997年5月の閣僚理事会までに多国間投棄協走を策定することを目指して交渉  

を開始する、という旨のコミュニケを発表し、交渉グループを設置している。しかし、交渉  

の内容は1997年1月まで公表はされなかった。交渉は緋航し、当初設定された期限内に  

はまとまらず、さらに交渉が1年延長された。だが、1年後の1998年4月になっても交  

渉は安結せず、OECD閣僚理事会は、交渉期限を新たに設走せずに交渉を6ケ月間ロー－断さ  

せた。その後10月にフランスが交渉への参加拒否を衆明しニj7、それを一受けて公式協議は門  

間されず、12月にOECD事務局が交渉決裂に関する短い声明文を出してMÅⅠ交渉は幕  

表2－1MAl交渉の経緯  

月  事項   
1993  12  ウルグアイ・ラウンド妥結、貿易関連投資規制の段階的撤廃を合意   
95  山  WTO発足  

5  OEqD閣僚理事会がMAIの作成を宣言  
9  MAI交渉の開始  

12  WTO閣僚会議が国際投貸ルール作りの検討開始を決定   

96  3   途上国向けMAトヒミナ一閃催（香港）  
12      WTOにおいて国際投資ルール策定作業が断念される、NGOによるMAl批判の声が高まる   

97  5  
10   

皿  MAIに関して日本政府と日本のNGO間の協議が行われる  

12  OE〔氾本部前でNGOによるMAl反対デモ   
98  2  

4  

9  

10   
12  OECDが交渉打ち切りを発表  

［資料】著者作成。  

を閉じた（襲2－1）。  
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2 協定の概要   

M封とは、「国際投資に関する広範な多数国間の枠組み」であり、内容面では、投矧ヨ  

由化、投資保護、紛争処理を3本柱とし、すべてのOECD諸国ならびに01∃CD非加獣者  

国に開放される予定であった。そして協定の目的は、製造業とサービス業における投資先  

の選定と投資条件、為替や株式・債券など金融商品の取引、土地所有権や天然資源の取得な  

ど、まだ未着手の分野に規制緩和プログラムを拡大することにあったお。   

投資自由化とは、M封締約国に自由化兼務を課すことであり、M犯では、内国民待遇  

（nationaltreatment）、最恵国待遇匝ost－ihvo代d・nation treatment）、透明性  

¢mnsparency）の3原則を基本原則に抑えることで当初から－一致していた0   

投資自由化の具体的措置としては、M射では、幹部人員を入国させる義務（キーパーソ  

ネル）、投資家に特定の義務を課すことによって投資受入国が利益を受けることを禁止する  

こと（パフォーマンス要求禁心等が挙げられる予定であった0   

投資保護では、国家による外国投資家財産の収用についての袖胤利益や補償金等の送  

金の自由力呵亘、的な規定とされ、内容については交渉当初からおおむね一致があった。こ  

れは、前節で述べたとおり、従来から投資協定の口約が、投贋保讃を主眼とするものであ  

ったからである。   

紛争処矧ま、WTOの紛争解決手続の成功を受けて、M射でも主要な条項と位置づけら  

れ、当初から、国家相互間の紛争処理手続に加えて、投督家対国家の紛争処理手続が設け  

られることになっていた。   

またMAIは、OECDで交渉がなされていたが、当初から条約の過川範囲をOECDhLl  

盟国に限定する意図はなく、OECD非加盟甲をも締約剛こ招き入れて、肛弊規模の国際経  

済体制にすることが目指された。この点は、国際通建基金qntcrnationalMonetalyFund：  

ⅢⅣ）でも、MAIに平伏を合わせて、資本軌窟の＝山化を各国に義務づけるための作菜が  

進められていたことからも間接的に示される39。  

1998年4月に発表されたM〟の最終草稿は、同じ項目にいくつもの協定文案が並列さ  

れている状態であり、交渉が雉航していたことが分かる。しかしその草案は、交渉過程が  

ほとんど公表されなかっかIlで、紫菰な翻：げある。ここでは、主な論点、備後まで合憩  

が得られず、交渉決裂に導いたと思われる点を取り上げる‘10。   

①協定の範閃及び適用   

投資とは、投資家が直接または間接に所有しまたは支配するすべての樵灘の嚢産を意味  

する、と定義されている。   

②投資家と投資の待遇  

この章には投資の自由化に関する規定が含まれている。  

内閲民待遇・最恵国待遇   

投資の設立・取得に対して内国民待遇及び最恵国待遇のうち、有利な待遇を与えることが  

規定されている。設立前の内国民待遇付与については、01犯D加盟国内でも、大いに議論  

をよんだ。なぜなら、内国民待遇を与えることによらて投資抑こおける外国投資に対する  

差別的な制限や条件を削減・撤廃し、投資の自由化を進めなければならないからである。  

また、上記のような条約義掛こ対しては留保が認められており、条約義務に適合しない現行  

措置を留保して付属書（国別留保一覧淘に記載することが想定されている。このような留  

保制度を採用して、条約義務に適合しない現行措置を適用除外にすることと新規の、あるい  

はより削限的な措置の導入を禁止すること（スタンドスティル）の必要性については合志さ  
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れている。スタンドスティルは内国民待遇や蔵恵闇待遇義務に適合しない現行の措置を現  

状に凍結するものであるが、それにより自由化のプロセスの山発点となるものである。さら  

に、一定の猶予期間を経てそのような措置を段階的に削減あるいは撤廃すること（ロールバ  

ック）が求められている0   

内国民待遇と最恵国待遇、そして留保項目にはスタンドスティルとロールバックを用い  

ることにより、未曾有のハイレベルな投資自由化をM朗が目指していたことがわかる。  

加盟各国政府に対し、外国企業を地元の企業と同等に扱うことを求める内国民待遇は、自国  

の幼稚産業保護や、中小企業保護などを実施不可能にさせてしまうのである。  

透明性   

透明性とは、条約蕗掛こ適合しない現行措置の内容を透明にするために、締結閲は協定の  

運用に影響を及ぼす法令、手続、行政決定裁判鞘洗および間際協定を公表し、かつ入手可能  

にするというものである。これもまた投資の自由化実現方法の一つである。  

・特別項目   

この堰洞には、パフオ∵マンス要求貯er払rmanceRequirernents）、民営化、基準低下の  

禁1L（環境および労働）などの規定があるが、ここでは抑こパフォーマンス要求について  

触れる。   

外同からの投資に様々な条件を課すこと（パフォーマンス要求）は、絶対的に禁止され、  

例外は認められない。パフォーマンス要求の叫こは、一茂比率のローカル・コンテンツほ望  

品価値の－一部は現地から供給されたものでなくてはならない）の要求、一定比率の財やサー  

ビス輸出の要求、輸出入均衡の要求、合弁の要求などが含まれる。   

③投資保護   

ここでは収用と補償、紛争からの保護、送金などについての規定があるが、特に収問およ  

び補償についての規定に触れる。   

締結国政府は、安当な公共目的などの場合を除いて自国内にある他の締結国の投薯家に  

ょる投紫を収用、同有化してはならないし、それと同様の措躍をとってはならない。そして、  

その私有財産を収用する場合には十分な補償をする必繋がある。   

①紛争解決   

ここでは、国対図の紛争手続きと投資家対同の紛争手続きとが規定されている。MAユ  

では多国籍企業に対し特別の投資家、つまり同家としての係争手順を認めることになって  

おり、すなわち企業は、関係国政府に対して直様訴訟を起こし、必要に応じて損害賠償を請  

求できる。しかし、逆に関係国政府が多国籍企業を告訴するような権限は、M封では容認  

されない。   

⑤最終規定   

ここでの規定の中で、特に興味深い規定は「肱親である。締結国はその協定実施から5  

年目以降に文書による通告を持って脱退することができる。脱退通告から15年間はその  

時点で存在する投資に対して兼務を負うものとする。すなわちM犯に加盟すると、少なく  

とも20年間は事実上抜け出すことができないという規定になっている。M封の原形であ  

るといわれているNÅmの場合など、加盟国ほ6ケ月の予菖期間でもって協定から脱退  

できることになっているのに対し、M細からの脱退の厳しさは例外的であるといえる。   

以上、多国間投資協定についての概要について、特徴的なものを取り上げながら考察した。  

基本的にはM朗のねらいは、投資の受入国や受入国蜘糾二対して外因投資家の柿利を保  

護・促進することにある。そのことについて次のような指摘もある。M封ほ、多国籍企業  
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のための「権利の蟄則と言われている。つまり、先進諸偶に拠ノ烹を持つ一一握りの多国籍  

企業が、国境を越えた事業活動を現地において何らの拘束や規則を受けることなく、利潤の  

最大化をはかって自由に遂行できるようにする法的枠組みがM犯なのである‘ll。   

3 0ECDの他の制度との比較   

OECDでは、発足当初から投資に関する間際規肘乍りが行われてきた。その具体的な成  

果は、・「暦本移動の自由化に関する規約」（資本移動自由化コーIつ（19Gl年12月12甘採  

択）および、「国際投資および多国籍企業た関する宣剖（1976年6月22El様相中の内  

国民待遇保障規定と「内国民待遇に関する理事会決定」からなる内国民待遇インストラメ  

ントである（表2－2）。   

表2－2 多国間投資協定の枠組みの比較  

OECD  

コード   原則  MAI   
法的拘束力  有   有   有   
投資関連制度・法の透明性  有   有   有   有   
投資の待遇  有   

〔自由化】  有Q）  有Q）  簸   
有   

有   

有   
最恵国待遇  有（封  有   有   
内国民待遇   有略）  有   有の  有   

有   雛   
有㊥）  有  

［保護】   送金の自由  有   有諒   
収用時の補償   

無 紛争処理   有   
有  

有   

【注】①咽際投資と多国籍企業に関するOECD宣言」②①に同じ。ただし、透明性の要求のみ。  
③TRIMで禁止された′くフォーマンス要求に関連したもののみ。④環境、健康、安全の侵害に関わる優遇措乱  
⑤対象となっているパフォーマンス要求は投資母国を問わず禁止。⑥①に同じ。  
⑦段階的に栗鼠 ⑧ただし国内法を優先。⑨自由化実施をうたっている。  
【資料＝他′ガhwesEment晦α1［1996］（UNCTAD）．SLWOfhTPe肋，e，，tSt。Th由  
andlnvestmentintheAPECRegion［1995］（PECC）．JETRO［1997］頁より筆者改編。   

資本移動自由化コードは、OECD加制動こ資本移動の制限故去（自由化措掛を法的に  

義務付ける投資の馴1化措置である。ただ、「資本移動」という翫点からの規律であるため、  

投資後の待遇を保障するものではなく、また糾l化措置の例外米碓は各l重抑‡－1い11がその  

まま受け入れられた。前者の点を補足するのが、1976年に多国籍企業行動指針と同時に作  

成された内園民待遇インストラメントである。これほ、外国人・外同企業に内同相寺遇を  

付与すべきことを規定するが、内国瑠寺遇を保障するという頂則だけを述べた軌掛こすぎ  
ず、加盟周に実体的な義務を課すものではない（内閲民待遇付与の例外通報等の手続きの  
み法的な義務とされた）。   

これに対して、第1に、M朗は形式的に資本移動を自由化することを義務づけるだけで  

はなく、投資後の待遇についても加盟国に詳細な措置を法的に束務付けて、投資を促進す  

るための幅広い枠組みの形成を目指そうとするものであった。   

第2にM封の交渉では、当初からスタンドスティル（現状凍結）とロールバック伯  

由化交渉）を原則としたいという提案があり、前者のスタンドスティル岬くから是認さ  

れ、後者のロールバックについても、M朗作成段階で釦糾ヒ交渉を行うかどうかについて  

は試論が分かれていたが、将来に自由化交渉を行うことは・十孜があった。つまり、投肘l  

由化のために、G珊0の多角的交渉に匹敵するものを設定しようとしたのである。  

他方、資本移動自伽ヒコード上で義務が免除される留保業種や、内国民待遇が与えられて  
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いない事項については、それぞれの文揖丹の通報制度等を通じて、緩やかに留保兼雅の削  

減や内国民待遇の拡大が目指されてきたが、これらはmOの多国間交渉と比較で  

きるような強力なしくみではなかった。   

節3に、実体規定が法的拘束力を持たない内国民待遇インストラメントを別にすれば、  

加盟国を法的に義務づける資本自由化コードにおいても、国家間の通報協議手続きはおか  

れているが、MAIのような客観的な紛争処理手続きはない。つまり、OECD加矧≡削こ義  

務の実施を厳しく迫るメカニズム・紛争一処理機間は今のところないのである。   

このようにMAIは、従来のOECDの投資保障の枠組みを、実体的にも、また手続的に  

も強化しようとするものである。  

4 各国の意図  

（ヨ日本   

日本は、スリランカ、エジプト、q咽、トルコ、香港、ロシア、バングラデシュとBIT  

を締結している。しかしこの数字はかなり少ない∠は。投資条約を増やしたい日本は、二国  

間協定と比べて多国間1霜定にある次のような利点をみて、MA工に積極的になっていたので  

はないかと考えられる。まず節1に、多数国間条約に加闇す鳥とその大枠の11‾りlで二国間協  

定が締結され、関係各国はいっそう充実した投資の釦トlの確保と投栗の保護・保障を得るこ  

とができる。節2に、特定の先進国と開発途上国との間では存在した個別事情や力関係が  

多数国間会読の場では薄められ、かえって条約を成立させやすくなる。節3に多数図間で定  
められた条約は、各国に対する拘束力が強く、投資の白目二lと投資の保護保障の効米がいっそ  

う大きくなるという期待を砲カせる。  

②米国   

米国はよりいっそうの投資の伽1＿I化を舵し進めるべく、01玉CDでの交渉を強く希望し、  

WTOなど途上国を含めた場での交渉をしたがらなかった。このような方針は、前節で述べ  

たBITの米国のアプローチと何ら異なるところはない。レーガン政権のもとで、パフォー  

マンス要求排除のための法的措関を二同聞及び多国問のレベルで講じることを決め、BIT  

に規制撤廃の規定を盛り込み、OECIト国際連合・世界銀行などの国際機憫にも働きかけ  

た。特にG〟【Tではイニシアティブを耽り、パフォーマンス婁求を貿易関連投資措慣  

TRIM）と名称を入れ替えて、その撤廃のための協定を作成し、実施しようとした∠13。プッ  

シュ政椎においては、OECDにおいて米国のイニシアティブで、投資に対するオープンで  

糎差別な待遇に対する多国間コミットを強化する迫を模索している、との対外証接投資政  

策を1991年12月に発表している。櫻井【1997】は、米国の意図は、B汀の締結数を増やし  

てパフォーマンス要求を排除し、投資自由化をすすめることであり、GmOはあく  

までもBITのネットワークを補髄けるものにすぎない車l、としている。なぜならば、  

WTO〃R工MよりもBITにおけるパフォーマンス要求の撤廃のほうが、より自由化のレベ  

ルが高いからである。そしてまた、TRIMやパフォーマンス㌍求の解釈を拡大しようとし  

ている。しかし、実は米国自身が投資受入国としては、パフォーマンス要求を数多く講じ  

てきており、MAIが成立すると、その義務が自国にまで回ってくるという矛盾も抱えてい  

た。  

③EU   

WrOにおいて、途上国をも含めて交渉を進めるべきだと主張し、先進国内だけで自E旧ヒ  

を推し進めてしまうことに県議を唱えていた。他地域に比べてM現に反対する市尺椚鋤が  
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活発で、EU及び各国政府の参加の下にNGOとの協議が開†維持れていた0   

0ECDでの交渉過程では特にフランスが積極的に例外事項を作成することを主張し、多  

くの例外を列挙した。例外事項についての妥協の調整がつかず、フランスが1998年10月  

に不参加を表明すると、英国もそれに追随した。またドイツはEUの閣僚理事会に対し、  

協定の早期締結を目指し、肌案の内容を削減するように提案していた。  

④途上国   

M瓜はOECDで交渉が行われたため、基本的に途上国は交渉に参加していない。当臥  

多国間投資協定はWTOで話し合われはじめたが、貿易白洲ヒだけでなく、投資までさらな  

る自由化が進むことを危惧した多くの途上国がWTOで投資の自由化交渉を行うことに反  

対した。MAIはOECDで交渉がなされているが、当初から条約の脚11範聞をOECD加  

国に限定する意図はなく、0Ⅰ王CD非加盟周をも締約国に招き入れて、世界規模の国際繹漬  
体制にすることが目指されていた。M封交渉に関心を持っている国はオブザーバーとして  

参加することができ、実際に、ラテンアメリカ諸何と一部東欧諸国は参加していた‘15。だ  

が多くの途上同は参加せず、アジアの開発途上諸国の中にはM封の内容に批判的な同も  

あった。   

M封に対する各地域の反応を叙述したが、もちろん各国内にはそれぞれ、MAIに賛成  

する集団は反対する集団が存在する。それゆえ、上記のような分頬だけでMAIに対する  

反応を叙述することは適当ではない。協定交渉に参加していた0丁∃CD加闇悍椚での碓臥  

各加盟国内での確執の他に、M封への参加を認められていた0Ⅰ；CD非加盟図や超国家的  

な組織のM封に対する反応も検討する必要がある。交渉は、投髄自由化の速度・昭序・方法  

に関して、各アクターの意見の差異をまとめられなかったからこそ失敗したと考えられる0  

次節では超国家的な組織とそれらを含めた自由化に対する各アクターの考えについて検討  

を加える。   

第3節 交渉決裂要因とグローバリズム   

MAI交渉は、1995糾二始まり、1998年の1．2川二交渉が決裂して終了した。0二ECD  

事務局は交渉断念の矧虫として短い声明文しか発表していないが、次の2点力攻捗決等具の  

理由であったと報じられている46。節1に、NGOが猛反発し、大規膜なキャンペーンを  
行ったこと、第2に、フランスが他国の有力企業進用に伴うIヨ匝l文化への悠影響などを理  

由に1998年10月に閃かれたM封交渉への参加を拒否し、加闇周椚での足並みがそろわ  

なくなったことである47。この2つの反対勢力は密接に関連しており、それらの相互作用  

によってMAIは決裂したと考えられる。本節では、それぞれがどのような埋抽でM〟に  

反対したのかを検討し、グローバル時代のスタンダードとなるはずだった投資についての  

包括的な枠組みの交渉決裂要因と、制度構築過程におけるアクターについて考察する。   

グローバリゼーションは、抽象的な寅空の中で展開されるのではなく、それが偶成され  

る具体的な場を持ち、そこではグローバルな組織や制度が作られる。制度は倫理的、社会  

的、文化的、自然的な諸条件が田互に交錯してつくりだされるもので∴経済の発展段階に  

応じて、また社会意識の変革に対応して常に変化する48。制度構築の過程においても、制度  

が出来上がった後の管理過程においても、制度によって影響を受けるアクターがその両過  

程にどのように参加することができるのかが重要な問超になる。各アクターが制度構築遇  

程、制度道営過程にうまく参加できなければ、制度はうまく参加できているアクターによ  

って歪められ、制度によって影響を受け、義務を負うにもかかわらず十分な権利が主張で  
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きないアクターが存在するようになる0社会全体にとっての共通の財成上して馳され、  
社会の安定性確保のために運営されるはずの制度ほ、各アクターの不平等な参加によって、  
その役割を十分に果たしえなくなる0問題なのはそのアクターが甘発的に参加しないので  

はなく、他のアクターによって意図的に排除されたり、そのアクターが参加する術を知ら  
なかったり、場を与えられてい なかったりすることである490  

本節では、国際機関での交渉時におけるアクターである国家、国家を構成する市民、新  
たなアクターとして近年注目を浴びているNGOについて取り上げる0そしてそれらが  

M如交渉時においてはどのような役割を果たしていたかを考察する0   

1NGOの活動50  
1995年からOECDにおいて交渉が開始されていたMA＝ま、1997年川まで、交渉の  

内容は明らかになっていなかった0しかし、1996年4月に多国籍企業の連合体である「国  
際商工会議所」GntemationalChambcrofCommcrce：ICC）が発表した「投資に関する各  

国間協剋という宰脚まM郎と類似しており別、廿本においても、日本機械愉山組合が、  
通商産業省から委託を受けて「平成7年度（1995年度）進出日経企業活動実態調査研究（貿  

易・投資の畠山化の寛態と多国間投棄協和」という報告書托、1996年3月に発行してい  
る㌔このことから、企業が政軒の通商代表団や交渉そのものに直接かかわりをもち、様々  

な提言をしてきた一方、一般市民やNGOには何も知らされていなかったということが分  

かる。  

1997年1月に多国綺モニターPIultinationalMonitoOというNGOがインターネット  

のサイトにMAI草案を指紋すると53、カナダの環境NGOを中心、としてMA‖舟走への反 ■  
対運動が急激に高まっだ40そして、1997年10月末にはNGOの要請に応え、OECDが  
M揖に関してNGOと協議を行ったoNGOはそこで鵬川7カ吼560団体が明宜した  

共同声明を発表した550声明の中には、M〟の内界と交渉プロセスに関するそれぞれ ∠l▼つ  

の要請が含まれている俵3・1）0この声明は、1・998年2什はま世界70カ吼600川体以上  
のNGOが署名を行い、再度発表されている5（；0  

■責郎紆蓉  表3  
内容  

・一一－l・」－・、                    尤差－・√■訂すZ   

口   

こ   ′・・一1・  ′州  に酢‥一‥－一 ∴＝lく＝二＝！－■－g、■j二∫′触鳳力のある協：－●・三   
2   

尤描守 

棄家にアカウン  

3   

MAIは投棄家♂  権を浸食する錦城に踏み込んでいる0鮎二lにおける  

4   

交渉プロセス  

市民の意見聴耳   史を行い、すべての国の協定への参加を保証するための時間を肘果すべく、MAl交  
口        捗を停止し 交   、渉期限を延長すること   
2  J＿ ヽ 協定冗及び各三    押）登‖呆項目を一般公開し、交渉の透明性せ硝保すること   

3  肋饗－ 爪式1‘一言捗にはタ    躇 捌凱別儀す－」当省庁だけでなく、他省庁、溝会からの参加も認めること   
ユヽJ㌧つく 

4   

［資料］JointNGO■Stat    ement‥dra托ed210ctober1997より筆者作風   

M揖に反対した人々が悶矧こした規定は、任進出外資への撤威した内国民待遇の保障、  

⑦投棄に対する絶対的帥の保吼③外剛路家に相手同曲頂を直訴するm吾蛸情誹求鼎  
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の付与・、在外周嚢本への逆差別の奨励、という一皮に集約される耶。これらの規定からは、投  

資家と比較して投資受入国政府の義務の増大、急速な白山化に伴う途上国の経済党展への  

悪影響、同家機能の大幅な削減という問題が必然的に発生すると考えられるからである。   

とりわけ、M封規定のうちNGOが反対したのは、次の3点である。節1に、いった  

んこのMAIを批准すると、少なくとも20年は事寛上抜け出すことはできない、という規  

定である弘。事実上20年というのは「締約国はその協定実施から5年日以降に文沓による  

通告をもって撤退することができる。抱退通告から15年間はその時点で存在する捉卸こ  

関して義務を負うものとする」という規定から考えられる年簸である59。   

第2に、従来の国際協定では、協定違反などの紛争の際、ある国が他方の国を相手に掟  

訴できるという規定であったのに対して、M揖ではそれに加えて投棄家（企戦が匹旧婚  

受入国）を相手に提訴できるという規定が含まれていたことであるGO。M瓜仁以前にも、  

N肌Aにおいて、投資家対国の紛争が規定されておりGl、実際にアメリカ企業（エチル彷  

によってカナダ政府が提訴されるという事件が起きていた62。NGOほMAIがN皿と  

同じく、企業が国を提訴できる叫一方で、同は投資家を提訴する株限をもっておらず、投肇  

家側に一プア的に有利な条項を含んでいるとして批判をしていた。1998年7月、カナダ政  

府がエチル祉に提訴された件につい七、カナダ政府が敗訴し、13フブドルの賠償金をエチ  

ル祉に対して支払うという判決が出されると、N（〕0のMAI反対運動はいっそう放しく  

なった。   

第3に、投資の「収用」について拡大解釈されていることである。M〟では収川規定  

（takin嘗Smle）というものが設けられており、この規定では、関係国政府は「十分な補償」  

や「安当な公共目的」なしには私的財産を服用してはならないとされている。投資の「収用」  

についての拡大解釈というのは、投資受入国政府が投資家の財産を1！野口または「それと同  

様の効果をもつ措置」を実施した場合、投資家への補償を義務付けているのだが、その際、  

投資設立徒だけでなく、投資設立前においてもその規定を適川するというものである。つ  

まり投資受入国が環境保護や、再訂Il碓保のため、何らかの投寮制限的な相聞宜とっていた  

場合、投資設立前においても、投資家側は川封削を理用に段引受人何の政府を朴下に描＃  

賠償請求を行うことができるのである。ある国に公害持加Ⅰ二法が行在しており、投資家が投  

資をするl賢その法律が存在していることによって、追加的な鰐川を負杜ルなければならな  

い場合、公害I別二法のその企業への適用は「収用」とみなされるのである。この具体例とし  

てN皿での紛争事例（エチル杜対カナダ政府）を挙げたG‥l。   

前節で述べたが、M封での投資の自由化規定と、それに伴う投資受入国内の規制緩和  
も重要な問題であった。スタンド・ステイル、口∴ル・バック、パフォーマンス要求の撤廃  

といった規定による投資の自由化の推進は、国内の産業保護、環境保護、雇用確保といっ  

た政策とは椰寄れない。終演発展途上にある国はもちろん、先進国にも悪影署壕及ぼす可  

絶性があると考えられる。またMAIの規定を闘紬ヒ判するのではなく、グローバル化によ  

る慣習・文化・伝統の崩壊に焦点を当て、その中でM封をグローバル化の象徴と解刺して  

批判し、反対運動に加わったNGOも数多くある。1．997劇針隼のMAI反対運動と、1，f）99  

年末のWTOシアトル会議前彼のWTOへめ抗議活動には、多くのNGOが参加し、その  

連帯と政策決定への影響力は広く知られるところとなった。しかし、M朗交渉はNGOが  

反対運動を清発に行ったから失敗に終わったのではない。NGOはある一定の影響力をも  

つアケターとして認知されるようになってきたが、まだこの組織は国際機潤で交捗に参加  

する正当な株利をもちえていない。それではなぜ、M朗交渉が決裂に終わったのか、節2  
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項・節3項ではもう1つの矧土1として挙げられているフランスの交渉離脱について述べ、  

グロ→パル化の中での国家とNGOの役割について考察する。  

2 国家の役割  

1998年10月、フランスのジョスパン首椰は、「M揖は国家主権を著しく侵害する可能  

性があり、交渉の概念自体に問題がある」と述べ、MAI交渉からの離脱を宣言したG‘1 。フ  

ランスの交渉不参加に続いてカナダ、イギリス、オーストラリアも離脱を表明した。   

MAI交渉においては、新しくつくられたレジームによって、同家の機能がどのように  

変化するのかという問題が交渉の1つの焦点となっていた。M封の規定にしたがって投嚢  

を自由化する際、投嚢批准国には必然的に規制緩和の義務が負わされる。規制接制は、経  

済発展に対してプラスの影響だけでなく、マイナスの影響を与える可能性がある。マイナ  

スの影響として特に、環境・雇用・文化の分野での規制碩㈲が問故になった。当初、MAユは  

それらの分野にも例外なく自由化規定を適川するとされていたが、市民のMAIに対する  

抗議清勅が政化するにつれて、各国政府は、様々な酬某条†′トを掟案するようになっだ；5 

その結米、0ⅠミCD事務局に各回から大恩の鮒呆条件が提旧され、その適用除外条件の多  

さは、MAIを作り上げるのに大きな障害となった。各国が、自国の産業を保護するために  

例外条項を申し立て、それを譲らなかったため、】つの協定として成立させることができ  

なかったのである。   

また自由化と関連して、国家の役割の縮小という問題が生じてくる。国内の税制の戒朝  

によって、国家が果たしていた機能は、国家以外の躍関や団体へと拡散し、国家がもって  

いた権力は市場に移りつつある隅。しかし、国家の機能は、衰退の一途をたどっているわけ  

ではない。Sassen【1996】は、経済的グローバリゼーションが糾こ国民国家の盃婁性の衰退  

をもたらしたとするのは適当ではないと述べている67。そしてグローバル化とともに同氏  

国家も様々な何で変型してきている。変三野）例として次の2一真を挙げている。節1に、擢漕  

的グローバリゼーションが、他の多くの省庁を弱体化しながらも、国民図家のある柾の偶  

成要素、とくに財務省のような国際的金融機能と紙び付いた省庁を強化してきたことであ  

る。節2に国民団家のある偶成要素がグローバル経済の基檻と統治に関与する限りにおい  

て、市民にはグローバル経済に対して権力を行任する余地が残されていることである偶。  

本節では、この2番目の点に注目する。   

国際交渉への参加は国家単位で行われており、人々の異議申し立ては、国家というパイ  

プを通じて国際機問に反映される。国家は次第にその機能を失いつつあもと言われている  

が、MⅢ交渉などの多国間ルールの策定時には、同家は河内の市民の声を同I斜矧糾こ伝  

達するという蒐繋な機能を果たしており、その登時では決して国家の役割は衰退してはい  

ない。国家はいまだに制度構築においてはもっとも重安なアクターなのであが）。   

しかし、近年、NGOの出現によって国際交渉のあり方に変化が見られる。NGOの布釘  

活動が少なからず国際交渉の過程に影響を与えていることは、WTOシアトル会議・MAI  

の決裂によって明らかである。ただ、NGOは政府と違い、民主主未的な選挙という制度を  

通じて選ばれた団体ではないので、NGO自身は、直接閣僚交渉過程に参加する椎利をも  

っていない。それでは、どうやってその意思を国際交渉に反映させているのか。またNGO  

の存在によって、国家と市民と国際機関の関係・制度構築過矧まどのように変化したのか。  

第3項では、国際的な制度の策定過程に、国家・市民・NGOというアクターがどのよう  

に参加できるのかを考察する。  
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3 国家とNGOの関係   
M封が成立しなかったのほ、国際制度を策定する時に必要な各回の妥協が得られなか  

ったからである。前節で考察したように、多国間の枠組みとしては自由化のレベルが謁す  

ぎ、各国ほ特別例外措置をつけることで、何とかその高いレベルの自由化協定に対処しよ  
うとした。留保条件を各国が主張したのはもちろん、各国内で適切な産業政策、罷月‾j政策、  

文化・環境保讃政策を行うためである。国内でのそのような政策を望んでいるのは、その政  

好を支えている、選挙権を持つ国民である。国家は国際交渉において、そこに国民の意思  

を伝達する義務がある。なぜならば、国家はその同の選挙で選ばれた代未として、間際交  

渉への参加が正式に認められているアクターだからである。市民ほ通常、国内で制度・政策  

を構築する時と同じように、矧際制圧の策定についても、同家に対して異議を印し立て、  

国家というチャンネルを通して国際交渉に参加できる。   

しかし、M犯の場合、交渉はOECDにおいて秘密既に行われており、1997年にある  

NGOがM封草案をウェブサイトに掲載するまで、多くの市民はM〟の内容、存在を知  

らなかった。そ・ 

への政策提言、国際制度についての市民への啓射舌動を行っているNGOがインターネッ  

トを使って広く知らせたのである。いち早く、それまで個々の問題意識で、それぞれ別の  

活動をしていたNGOが反応し、それぞれの立場でMAIを分析し意見を出しはじめた70。  

ウェブサイトでの情報伝達と、世界的な組織で広がるNGOの活動によって多くの市民が  

MAIを認知するようになり、NGOの反MA＝甚助の勢いも増した。   

NGOは、一一方でMA【の交渉の場であるOECDや各園政肘高官に宛てて反MAIの文  

雷を提出し、他方で市民への啓蒙活動を続け、反M揖逆勅を盛り上げた。NGOはそうす  
ることによってMAIに反対する市民の代弁者としての役割を射たしていたと言える。特  

に反MAI運動が活発に行われたのが、0ⅠヨCD本部のあるフランスと、NAmにおいて  

アメリカ企業に敗訴したカナダだった。‾甘民側はこのようにNGOからMAlの惰報を柑、  

NGOの主張に賛同する人の数はしだいに増えていった。そして、そういう市民の代弁者と  

してのNGOは、国境を越えて連帯し、ある特定の閤の政府に働きかけるのではなく、広  

く・世卿ilの改称こ向けてその主張をアピールした。了打民が個別に各国の放射に鞘馴lし立  

てをするという仕組みに加え、NGOがその代弁者となって、国際機問に圃■欝描押し立  

てをするようになったのである。   

しかし、前述の通り、民主主義的選挙によって選ばれた政舶代表と異なり、NGOは阿  

際交渉の助で政策決定株を持たない。NGOがどんなに大きくキャンペーンを打ったとこ  

ろで、それを考慮に入れずに政策決定をしてしまうことも可能である。しかし、M廻の交  

渉はl川排し、NGOの目指した結果になった。   

そのような結果になったのほ、Mぷ交渉参加国であるフランスが、M朗の押掛こ反対  

の窓を表明し、交渉を離脱したからだと考えられる。そしてカナダ、イギリスも続いて離  

脱し、フランスは交渉における各国の足並みをずらす要因をつくった。   

フランス政府側には政治の再編という問題があった。ジョスパン首相とシラク大統領は  

それぞれ2002年の大統領選をにらみつつ、反グローバリズムの勢力を味方につけようと  

していると言われている71。投票行動によって国家が成り立っている以上、読会を柵成する  

議員は選挙権を持つ市民の反応を無視することばできない。社会党のジョスパンは、史上も  

っとも大胆な民営化計画を推進しつつ、一方では貿易の甜りを求め、市場力学の行き過ぎ  
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に歯止めをかけるべきだと主張し、反グローバリズムの勢力を掌接しようとしている。他方、  

ドゴール主義者のシラクは、フランスが政界で果たす役割、アメリカに迎合しない独白路  

線を主張し、広く支持されている72。OECD本部のあるフランスではM封に反対するNGO  

の活動が活発で、フランス市民もMの存在を知り、反M封を主張するNGOの主張に  

同調する市民の数が多かったと考えられる。ジョスパンはこのような国内蜘剖犬況の中で、  

グローバリズムの象徴としてのM裏交渉から牲脱することを決定したのである。   

フランス政府は、上記のような政治家の思惑だけでなく、労働市場改革というフランス  

政府の政策案硯のためにも、M封に反対する必要があった。フランス政府は、週35時間  

労働制（労働時間の短縮政鞠を取り入れ、雇用を増大させようとしている了30この労脚寺間  

の短縮は、もっとも国家による干渉性が強い雇用政策といわれており、フランス国内の経  

営者団体においても、国外においても拒否されている政策である74。もちろんM封を批准  

したら、このような政策は投資家（企業）側により多くの労働者を雇用することを求め、超  

過支出を生じさせるのでM封違反ということになり、制度は無効にしなければならなく  

なる。しかしジョスパン政権は、長期的な雇用増大を目指し、政策過程に労働組合や経営者  

を参画させることによってこの政策の実現を計ろうとしている。従来、ドイツにもフランス  

にも従業員・労働組合の経常参加制度があり、労働者は企業の意志決定に大きな力を有して  

きた75。この制度は、M＆Aの急速な増大とともに崩壊しつつあり、それに代わって、米国  

流の合理的な労資の意志決定システムが導入されつつある。この労働市場改革はフランス  

国内での政策と、M封の方向性の違いを如実に表した例だが、これ以外にもフランスが  

M封に批准すると無効になってしまうような規定は存在していると思われる。   

フランスは、国民のためにこのような規律を維持する意志をもっており、最終的には  

伽毘は国家主権を侵害しかねない条項を含んでいる」という理由で交渉の粧脱を宣言し  

た。NGOの存在とその活動はフランスの交渉離脱を後押しするものとして役立ったと考  

えられる。またNGO側にとっても、NGOの意見が直接国際樅関における政策決定に影響  

を与える仕組みにはなっていないことから、フランスというOECD加盟国であり、M揖  

に反対する国の存在が必要であった。このような意味で、M裏交渉においては、フランス  

政府とNGOの間の関係は相互補完的であったと考えられる。   

フランスとNGOの利害は必ずしも一致しないし、M封に反対した理由も完全に一致す  

るとは考えがたい。しかし、M裏交渉においては、丙アクターとも理由はどうあれ、Mぷ  

に反対するという同じ見解を共有していたのは事実である。   

山之内【1997】は、近代の合理化がわれわれに強いる運命が避けられないとするならば、  

この道命をあえて引き受けること、流れに抗する強靭な精神を持ち、その強靭な精神を通  

して受若者としての連帯の鮮を構築していくことが必要とされると述べ7G、現代社会にお  

ける受若者の普遍的連帯の可能性について論じている。   

国家と市民は両者とも、ハイレベル李白由化を目指した協定であるM朗からの受若者  

と考えられる。そして、NGOは、グローバルに受若者を啓発する組織であり、受若者であ  

る市民の代弁者として、国際機関■国家に異議申し立てをする組織と考えられる77。   

グローバル化はまさに地球全附こ及んでおり、その受若者ほ世界中に存在する。グロー  

バル化が進むにつれて国家の機能は縮小し、市場にその機能を移転しているという指摘も  

あるが、多国間の制度策定の場においては、国家はいまだ重要なアクターであり、その機  

能は失われていない。またNGOは国際交渉の場へ正式に参加することは不可能だが、世  

界中に存在するグローバル化の受若者の代弁者として、活糀することが求められており、  
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受著者が連帯する上で重要な役割を果たすアクターと考えられる。  

おわりに   

岩本【1999】は、グローバル・スタンダードのもつ規範的意味に社会的合意が得られてい  

るとは思えないとして、WrO／GÅrSで採用された「市場アクセス」という概念と、mⅣ協  

定の「資本勘定の交換阻Iに向けての改正の2点を例示している78。本稿では、投資におけ  

るグローバル・スタンダードを作ろうとして、最終的に社会的合意力鳴られず、交渉決裂  

に終わったMAIを取り上げた。   

第1節では、先進国間での投資フローが増加しており、またそれを取り巻く制度も、自  

由化の方向へと変化してきているということが分かった。   

第2節では、MAIがOECDで秘密性に交渉された協定で、その内容は投資の自由化を  

おしすすめ、国内の規制を緩和させるものであったこと、各国がその協定に対して、多く  

の留保条件をつけ、結局、安協できずに交渉は決裂したということを検証した。   

第3節ではMAI交渉においてどのようなアクターが存在し、どのような役割を果たし  

たのかを考察した。そして、グローバル化の中で国家の役割は衰退しつつあると言われて  

いるが9、多国間ルール策定の場においては、国家はいまだに重要なアクターであるとい  

うことが分かった。また近年注目されるようになった新たなアクターとしてNGOの存在  

がある。市民の意志が、国家というチャンネルを通じて国際交渉の場に反映される従来の  

形式に加え、NGOという組織を通じて国家や国際機関に伝えられるようになった。しかし、  

NGOは民主主義的な選挙を経た組織ではないため、正式に国際交渉へ参加することはで  

きない。NGOの意思の反映のさせ方はまだ定まっていないが、本稿で取り上げたMAI  

交渉の場合、フランスという国家と連帯することでその意思を具現化していた。しかしそ  

れはNGO側カ、らの一方的なものではなく、むしろフランス側が自国の主張の後ろ盾とし  

てNGOの主張を利用したとも考えられる。両者ともMAIの成立に反対というだけで、そ  

の理由となると必ずしも共有はしていない。またNGO同士でも、それぞれ主義・主張があ  

り、MAIに反対する理由は一致していない。根本的な主義・主張が一致していなくても、  

当該の課題に関しては連帯するという形態が、個人間・組織間であらわれたのがMAI交  

渉であった。   

制度のハーモニゼションは容易なことではない。制度の背景には、固有の歴史的・文化  

的背景から生まれた習慣・不文律が存在する。しかし、それは現在、規制緩和・自由化と  

いう方向にむかって、急速に標準化・統一イヒされようとしている。その過程でMAI交渉  

の決裂という事態が起こった。投資の自由化によって、効率的な資源配分・利用が可能に  

なると考えられている一方、それはまた、外資受入による自国産業の崩壊、外国企業の影  

響力の増大など、様々な問題を生じさせるとの見方もある。自由化を段階的に進めること  

でそのデメリットを克服できる可能性があったが、各国の留保条件の多さが交渉の足並み  

を崩し、MAI構想は挫折した。このような事態を防ぐためには、自由化を長期目標とし  

て掲げると同時に、その順序・速度を実体経済・社会・慣習に見合ったものに管理する必  

要があると思われる。また国際制度を策定する際は、各国が平等の権利をもって参画でき  

るような場を選択し、憶報を公開する必要があろう。  

1協定の名称は、交渉が行われはじめた当初、WTOにおいて、Multha点ondInvestment  
Ag柁emen七郎Ⅰ勾とされていたが、加盟国の｛部からM払が軍事用語のM誌血gin  
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Acti。n、すなわち戦闘中の行方不明者を指すとの指摘があり、現在のMultinational  
AgreementonInve＄tmen七郎卿こ変更された（Graham［2000】pp・22－23）0本稿では  

0‡∃CI）において策定が交渉されていた多国間投資協定のことをM封と略して論じる。   
また、1998年4月24日に発表された草稿が公表されているM朗の最終草稿なので、  

本稿ではその草稿を多国間投資協定とする。邦訳は【1998a】掛90頁に詳しい。  
2G濾p叫2000】p．184・  

301∃CD【1998a】p．121．  

4 柑本経済新制1998年12月5日夕刊、6日朝刊。『毎E悌テ閉』1998年12月6日朝  
刊、7日朝刊。  
5投資の定義は、投資協定の目的によって決定されるものである。投資協定は、投資の収  
用に対する補償を規定したもの、投資家に設立の自由を与える投資フローの自由化を甘的  
としたもの、投資の促進を目的としたもの、投資を規制したものの4つに分けられ、それ  
ぞれ投資についての定義は異なってくる。UNm【1999叩こ詳しい。特にpp・61－65。投  
資の定義は、それが投資協定の適用範囲に直接関連してくるので、重要な論点であるoM射  
では、投資は企業・不動産・間接投資、及びその他の金融手段や無形資産を含むとされ  
幅広く定義されていたPECD【199軸】邦訳125頁、OECD【1998b】邦訳42頁）0  
6UNm：UnitedNation＄ConferenceonTradeAndDevelopment国連貿易開発会議  
の略。  
7JETRO【2000】l頁。  
8JETRO【2000】4頁。しかし同時に、定義上の問題から、醜投資とM＆Aの関係は複経  
であり、クロスボーダーM＆Aの金額と、直接投資の金額は正確には比較できないとも述  

べているけETRO【200q12－13頁）。  
9特に98年は、英BF十米アモコ（482億ドル）、独ダイムラーベンツ一雄クライスラー（405  
億ドル）など、97年までの個別案件の過去最高額鰐0億ドル）を更新する大型M＆Aが米企  
業と欧州企業の間で頻発し、その資金の流れが直接投資の動向を決定づけた。  
10M＆Aが活発化するにつれ、直接投資と証券投資の境界は曖昧になってきている。IMyは  
直接投資を、「居住者による、非居住者企業（子会社、関連企業、支跡二対する、永続的権益の  
取得を目的とする国際投資」と定義づけ、株式投資などの取得を通じた出資については、出  
資比率10％以上を直接投資の対象としているG柁TRO【2000】10頁参勒。  
11汀0憲章、もしくほハバナ憲章叩Ie甲avanaCha血わと呼ばれる。  
12池剛19961弧貫。MA劉Ⅳ的d脚00】pp・29－30・  
13BreⅥrerand「払tln或1部嘲pp．3及び65－68．  
14汀0憲章の推進者であった米国内でも、議会僻に上陶からこれに対する反対が生じ、  
批准には至らなかった。その理由は、この協定に基づいてかかる超国家的機関が設置され、  
これが各国の規制権限を制約するとすれ吼米国の主権が侵害され、米国内産業保証が困  

粍になるということであった。そしてこのような理由により、上院は同憲章を拒否した。  
また英国においても、自国産菜の保護が必要であること、および、英連邦特恵関税制度の  

チ推持が必要であることなどが理由となって、英議会はこの憲章の批准を拒否した。当時の  

最有力国である米英が憲章の批准を拒否した結果、他の各国の熱意もさめ、国際貿易憲章  
は、「幻の貿易大憲章」と化した（松下【1988】151頁）。この経緯は次節以後で述べるM揖  
交渉決裂の経緯と類似している。  

15uNm【19991】p．21．  
16Wm【1999掛22．1990年代にB汀全体の約3分の針が締結されている即a珊00d  
【2000】p．227）0  

17Brewerand協ung【19喝pp．74－78．80年代末、Brr締結国の84・3％が先進国だったの  
に対し、粥年末にはその割合は61．8％へと減少し、代わって途上国が締結国としてのプレ  
ゼンスを高めつつあることが分かる印汀RO【1998】23頁、櫻井【1997】556頁参只筍。  
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18Brewerand協un威19981pp．74・78．櫻井【1998】53頁。  
19「投資の奨励および相互保護に関する日本国とエジプト・アラフ執和国との協定」である  

（日本輸出入組合【199司12頁）。  
朝日本の締結数が少ないことの理由として、日本側が丑内国民待遇の獲得にこだわること、  

②相手国の政治体制と甲間に基本的な相違があること、③行政協定によらずあくまでも同  
僚約束として最高位にある条約という形式で整備することにこだわるため時間と労力がか  

かること、④日本の投資家がこの種の協定の意味を十分に理解せず、したがってその意義  

を積極的に認めないことなどを挙げている（櫻井POOO】136貫）。  

飢Masw∝d【2叫p．227ニ国間投資協定の数は、各資料によって、若干の差異がある（日  
本輸出入組合【1998】12頁、′櫻井【1997】389頁参照）。友好通商航海条約をB汀に含めて数  
えるものと、そうでないものが存在するのでこのような差異が生ずると考えられる（横井  

【1995】61貫参門恥  

悪いろいろな分類の仕方があるが、本稿では、楼井【199司50頁を参考にした。  

23AsianPaci＆EcorM）micCoqpemtionCon鈷rence（アジア太平洋経済協力閣僚会議）の  

略。  
24NorthAmericaFreeTradeAgreementの略。  
25TheEner謬Cllaぬr7ka吋の略。  
26AgreementonTrade－RelatedInvestmentMeasuresの晩外務省経済局国際機関節一  
課編【1996】251－267頁参照。  

21GeneralAgreementonTradeinSeⅣicesの略。外務省経済局国際機関節一課劉199q  
463・509頁参照。  

％投資協定の締結目的は様々で、B打といっても、投資保証協定、投資奨励保護協定、投  
資相互促進保護協定などが存在する。それぞれ規定している内容も異なるが、一般に匝Iで  
はその機能を投資保護に限定している（樫井田000】180頁）」と言われている。しかし、収用  

に対してネ耐賞を規定することで、投資を促進する目的もあったと考えられる。  
盟横井【1998】53頁。  

那たとえば、1994年に英国とインドとの間で署名されたー浪費の促進と保護に関する協  
定lの第3粂1項においては、「各締約国は自国の領域において投資を行うために他の締  

約国の投資家に対して有利な条件を奨励しおよび設定し、ならびに、かかる投資を自国の  

法令および政策に従って許可する」と規定されている（森川【1998】6月号79郊。  

31横井P00q132－133頁。  
黒横川【199司7頁。  

氾森川t1998】6月号鮒頁。  

糾横川【199q7・16貫。たとえ吼1991年に締結された米国とアルゼンチンとの間の「投  
資の相互的奨励および保護に関する条約」の第2粂1項においては、当事国は投資および  

それに関連する活動を、同様の状況において自国の国民もしくは会社または第3国の国民  

もしくは会社の投資または関連する活動に与えられるものよりも不利でないもののうちい  

ずれかより有利なものにも続いて罰可し、かつ、取り扱う」と規定されている（森川【1998】6  

月号80頁）。  
おエネルギー憲章に関する条約は1991年「欧州エネルギー憲章」実施のための法的枠組み  

として作成され、94年に採択されて98年に発効した。憲章ほ、旧ソビエト、中欧および  
東欧の諸国を含む欧州諸国、米国、カナダ、オーストラリアならびに日本が、旧ソビエト、  

中欧および東欧の諸国におけるエネルギー分野の市場原理に基づく改革を促進すること、  

エネルギー分野における企業活動（貿易および投資）を全世界的に促進することなどを宣言  

したものである。条約ほエネルギー原料およびエネルギー産品（石油・ガス・石炭なりの貿  

易の自由化ならびにエネルギー分野における投資の促進など、エネルギー分野における長  

期的な協力を促進するための法的枠組みを規定するものである（櫻井【2∞0】p．1亜）。  
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部この協定は、1998年12月に交渉が決裂したと報じられた（陀本経済新聞』1998年12  
月5日夕刊、6日朝刊）。多国間投資協定はWm／OECDという2つの国際機関で交渉が  

行われてきた。   
しかし、1991年6月にOECD理事会は事務局に対して「より広範な投資文書（bI℃ader  

investmentinstmment）」について、英行可能性を探るための調査報告書を作成させてい  
たといわれており櫻井【1997】p．338）、OECI）においては1995年以前に既に多国間投資協  
定を策定するために動き出していたと考えられる。  

37日本経済新聞1999年10月15日朝刊。  
飴WTOのレナートルッジェロー事務局長はこの協定を「統合された世界経済の憲法を  

定めたもの」と述べている。  

劫小寺【200q182頁。IM刑こおける資本勘定自由化については、Fi感1er【1997】拝隅て1－19  
頁）に詳しい。M揖交渉失敗によってIMFの作業も中断された0  

亜OECD【199瑚【1998b】，Wm【19991潜岡・大久保【19呵参照0  
41都劉1998】93頁。  
42二国間投資協定の数、ドイツー111、英国一唱7、ルーマニアー瑠2、スイスー瑠1、中国一  
80…・ 米国一づ9な輝mO【199司23頁）。  

43横井【1997】365貫。  

崩櫻井【1997】367頁。  
45MⅢ交渉にオブザーバーとして参加したのは、ブラジル、チリ、アルゼンチン、エストニ  

ア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、香港であった（Masw血d【2000】p・234）0  

亜『日本経演新剛1998年12月5日夕刊、6日朝刊。  
47フランスのMAI交渉維脱を受けて、イギリス、カナダ、オーストラリアもMAI交渉に  

出席しなくなった。  

亜手沢【1992】13頁。  
49所得の大きさ、社会的影響力の大きさいかんに関わらず、社会全体の意思決定に平等の  

権利をもって参画できることが民主主義の理念である（本山【1980】101頁）。  
駒NGOという言葉は様々な種類の組織の呼び名として使われている。主なものとしては以  
下の4つがある。ボランタリー細尾臥公益事業請負団体、民衆（住職組級政府系非政噺組  
織（払れen【1990】邦訳23頁）。しかしNGOの定義はきわめてあいまいである○本稿では  
NGOを、人々の社会的なニーズを満たすために自発的に活動する組織と定義し、主にM朗  
の成立に反対したNGOについて論じる。  
幽他、ICqのHPを参払  81地  

出日本機械輸出組合【1996b】参照。  
田Ⅰ地出癖（多国籍モニターのHP）を参照0  
糾MAIにおいてほ、後述のように投資家を優遇する条項が含まれており、それはN椚Å  
において既に具現化していた。M幻交渉と同時期にカナダ政府とアメリカ企業の間で紛争  
が起きており、その影響でカナダのNGOはM封に対する関心が他国より高かったと考  

えられる。  
欝1997年10月27日に発表されたこの共同声明には、世界67カ国、560団体が署名して  

いる。蜘を参照。  
56GreenpeaceIntemational，Ⅷ）rldWudlifeFundforNatureIntematio血1OVWWF－D，  
Third恥rldNetwork，theChnadianhbourCongress，Mexico’sfbteAutenticodelT由b毎0  
叩，Paci＆cAsiaResourceCenter，Pakistan’sSocietyあrCon＄erva血nandProtection  
ofEnvironment（SCOPE），SouthAihcanMunicipalW）rkersUnion，Ecoropa，  
Ans地nsforA血mals，CathohcFundforOverseesDevelqpment，ⅥbrldEconoI町，  
Ecok）gyandDevelopmentAssociationandWbmen’sInternationalkagueforPeace  
andF托edom、といったNGOがその主体となっていた。そのうち約150団体がアメリカ  
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の市民組織である。  

57内橋【1999可11頁。  

弱都留【1998】93－94頁。  

静OECD【1998b】Ⅶ章を参照。  

600ECD［199叫pp．130・133蓼乳OEC‡）【1998b］草案ではⅤにおいてDi印uteSettlement  
が規定されている。紛争は協議を通じて、必要とあれば国家間及び外国投資家と受入国問の  

拘束力をもつ仲裁を利用して解決することとされている（OECD【1998a】p．122）．  

61JETRO【1993】240－260貫。  

戯カナダで工場を操業するアメリカの企業エチル社鱒血ylCorpoぬ七ion）はMMTという  

人体に有害なガソリン添加剤を使用していた。1997年4月、カナダ政府がその輸入と使  
用・国内移動を規制する法律を策定しようとしたところ、エチル社は、新たな法律の制定  
はNAFIÅ違反として提訴すると通知し（同年10月）、その後1998年4月にカナダ議会が  
この法案を可決するとエチル社がカナダ1動符を提訴した。N郎てAでは、加盟国政府が投  
資家の財産を収桐またはそれと同様の効果をもつ措置を実施した場合、投資家への保証を  

義務付けている。エチル社は、MMT使用禁止の法案はエチル社の資産の収用に匹敵する  

とみなし、提訴したのである。その結果、Arr委員会紬eementonIntemal取ade：ArI）  
は7月にカナダ政府に対し同法案の撤回、13万ドルの賠償支払いを命じ、この紛争は解決  
した但raham［2000］pp．37－39，UNmAI）［199叫pp．6・7）。NGOは、企業側の主張がカナダ  
政府側の環境保護や人体に有害な物質の使用禁止の主張に勝訴したことについて、企業利  

益が公共利益に優先された事例として注目した。そしてこの条項がM朗においても規定  
されているので、同じような事例が世界大で起こることになると警告した。この警告に対  

し、環境保護団体は即座に反応し、アメリカでは法律によって禁じられていたMMTの使  
用を、規制が存在しなかったカナダにおいて使用し、公害輸出をしたなどと非雉した。  
蜘，蜘p画一り通知を  

参照。  
鱒注62を参照。  

朗『日本経済新聞』1998年12月5日夕刊、6日朝刊。  
佑例として日本とアメリカの提案した留保条件を挙げておく。留保条件には①留保業種と  
②安全保障等閑適業種がある。日本は①は農林水産業、鉱業、石油、皮革・皮革製品、航空  

運輸、海運、投資倍託②は航空機、宇宙、武器、火薬、原子力、電気、ガス、熱供給、・通  
信、ワクチン製造、通信・放送、警備業を挙げていた。アメリカは①は原子力、放送、通信  
衛鼠航空運輸、海洋熟エネルギー 、水力発電、地熱、鉱業、漁菜②は安全保障に関わる  
企業取得、航空運臥通信・放送をあげていた。最終的にM裏交渉を離脱したフランスと  
カナダは、文化的例外を強く求めていた（通産省HP「多国間投資協定について」1998年9  
月発表を参只恥  

髄Stm酢【199司郎訳32，139・140頁）．国家の権威が衰退しつつあることは、パワーが国家  
からその他の機関や団体に拡散していること、そして棉造的パワーをもつ、より大きな国  
家とこれをもたない弱い国家との間の非対利昭三が、次第に強まっていることに反映されて  
いる（同18頁〉。  

併Sas鋸n【1996鰐持訳12頁）．  

槌Sas紀n【1996】（邦訳13斡．  

侶このような、他国・国際機関・民間セクタ←との提携関係の「調停役e00血1abr」としての  
国家を、摘虫媒国家町a叫七kSta叫」と表現するものもある（清水t2∝氾】65頁）。  
70中心となったNGOは、GreenpeaceInternational，WbrldWildlifeFundhrNature  
Intema血nal（WWWF－T），theCenter払rInternationalEnvironmentalLavqtheFriends  
oftheE乱止h，theCommun吋NutritionInstitute，theDe鈷ndersofWldlife，the  
Institute伽AgricultureandThdePdi嘲theSierraCllib，theNational  
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Fedem血nの9団体と言われている。この9団体は1998年2月に米国通商代表部田山短d  
StatesTradeRepresentative：UgrR）のシャーリーン・パーシェブスキー氏に連名でMAI  

に反対する旨の文書を提出している。但r扇1am【2∝明p・40）0  
71Meun適r担000】p．111．  

72Meunier［2000】pp．110－113・  

73週35時間制というのは、年間の雇用期間を通じて平均週35時間に労働時間を短縮し、  
雇用を増大させようというものである。経営者団体は、この法律の施行によってかなりの超  
過支出が生じ、また競争力が減ずるとして反対している（柴山【200q27貰）0  
74柴山【2000】126－127頁。  
75ドイツの場合、会社の最高意志決定機関として労資同数の監査役会があ．る。監査役会で  

の賛否が同数の場合には、会長にさらに1票を加え出資者例の決定力が確保されているが  
取締役の任命は監査役の3分の2が必要であり、従業員が企業の意志決定に大きな力を持  

っている（柴山POOq25・26頁）。  

76山之内【1997】232貫。  
77現在のNGOには、問題もある。彼らはM封において、グローバル化に反対し、その速  
度を緩慢にすることでは見解が一致している。しかし、具体的な代替案は示されていない。  
組織が、誰かの利益の代弁者である場合、具体的な提案ができるが、グローバリズムに反  
対する人々の集合、あるいはそういう人々の代弁者としての集合の場合、連帯して現状に  
対する批判はできても、新たな具体案を連帯して提案することは困経である。  
78岩本【1999】315・316頁。  

79Stmnge【199qp．18．  
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